
 

 

区長の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉見町 
（令和８年４月配布） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ、一度ご覧ください 

町ホームページ「行政区・地域活動支援」に補助金制度（申請様式など）や    

区長会で実施したアンケート結果などを掲載しています。 

  https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/jichi_zaisei/13/index.html 

 

 

 

ページ内紹介  

 ●区長配布・・・区長配布物の一覧及び配布物のデータが掲載 

 ●区長関係・・・区長会で実施したアンケート結果、情報交換内容、区長の手引き、区長会会則 

 ●集会所整備・修繕等補助金・・・集会所の増改築、修繕などへの補助について 

 ●コミュニティ助成事業・・・（一財）自治総合センターが、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の

整備に対して実施している助成事業の紹介及び申請について 

                                              など 
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Ⅰ  区長の職とその仕事  

１  区長の職  

 

 

 

 

 

 

２  区長の仕事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長は、地域の代表者として、町からの行政情報の周知や伝達、また地域

住民の意見等を集約し町へ要望する等、町と地域を結ぶパイプ役としての仕

事があります。【自治会長などと兼任も可】  

（１）町が依頼する事務  

ア  町からの行政情報書類の配布及び地域への連絡事項の伝達等  

イ  各種地域要望のとりまとめ及び関係部署への申請  

ウ  町行政執行のための調整、協力  

・団地内の開発行為等に伴う事前協議  

（ ま ち 整 備 課 都 市 計 画 係  63－ 5018）  

・埋め立てに関する事前協議、ごみ集積所の利用  

（ 環 境 課 廃 棄 物 対 策 係  54－ 7811）  

・地域説明会や会議の開催協力   など  

エ  町の事業・イベントへの参加及び参加依頼  

オ  区長会議への参加（原則年２回）  

カ  交通安全・防犯・防火・防災の取組への協力  

 

区長事務≠自治会事務  

  区長は、町の規則により設置され、行政と担当する地域住民との連絡や

調整と住民福祉の向上を目的に配置されています。  

自治会は、一定の地域に住む一人ひとりが 生活環境の整備や福祉の向

上・防犯・防災などの地域課題を、助け合い、自分たちの手により、自分

たちの地域を快適で住みよくするためにつくられた任意の組織です。  

  町の依頼により行っている事務と自治会運営に係る事務 で重複する部

分はありますが、「区長事務＝自治会事務」ではありません。  

※自治会事務  

総会等の各種会議、地域行事 (お祭りなど )、自治会費や新規加入者等の  

対応、集会所や防犯灯の管理、地域内の環境整備など  

（２）その他  

ア  福祉活動  

吉見町社会福祉協議会から「福祉委員」に委嘱され、各種募金活動

や社会福祉協議会への加入推進の協力依頼があります。  

イ  地域防犯活動  

東松山地区防犯協会から「地域防犯推進委員」に委嘱され、地域内

の防犯活動をお願いしています。  

 

町は、「吉見町区長設置規則」（１８ページ参照）に基づき、町の行政運

営 に つ い て 、 住 民 と の 間 の 連 絡 等 町 政 の 進 展 と 住 民 福 祉 の 向 上 を 目 的 に  

担当地域を定め、地域からの推薦により区長を委嘱しています。  

※ や む を 得 な い 事 情 で 、 年 度 途 中 に 区 長 が 変 更 に な る 場 合 は 、      

自治財政課自治振興係（☎ 54-1513）へ連絡してください。  
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３  区長の謝金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会は、一定の地域に住む人々が安心して暮らせる住みよい地域社会を

実現するため、自主的・主体的に運営している住民自治組織 です。そのため、

自治会の総会などの会議開催、地域行事、会費などの集金、会計管理などに

ついては、自治会の自主的な活動になるため、それらの事務は謝金の対象で

はありません。  

 区長に依頼している事務（ 1 ページの「２  区長の仕事（１）町が依頼す

る事務」）に対しての謝金であるため、自治会ではなく区長個人へ支払いま

す。  

 謝金の金額は、吉見町区長設置規則で定められています。  
 

平等割 106,000 円  ＋  戸数割 1,940 円×４月の広報配布世帯数 で算出  
 

※例【４月の広報配布世帯数が５０世帯の場合】  

 106,000 円＋ 1,940 円×５０世帯＝ 203,000 円  

※他、区長会議出席者へ費用弁償相当額 2,600 円を加算  

 ●広報配布世帯数とは、区長から報告を受けている数値です。  

 🔴振込額は報償費 から源泉徴収額などを差し引いた額となり、翌年４月  

上旬に区長個人の口座へ振り込みます。  

（３）引継ぎについて  

  区長を交代する際は、自治会の事務・事業内容だけでなく、町の事業

についても引継ぎをお願いします。  

  ①区長の仕事（区長配布、会議出席、各種事業への参加など）  

  ②地区の各種要望状況（地区で要望した内容や結果）  

  ③各種補助金制度  

   ※補助金申請方法と必要書類（領収書など）  

④交通安全のぼり旗の掲揚・巡回方法（各行政区で方法は異なります）

⑤自主防災組織の規約と資機材等の保管状況  

   （７５行政区すべてが自主防災対策本部規約を作成し 結成済み、結

成に合わせ資機材の整備が行われています）  

  ⓺自治会内の課題など  
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参考）区長年間予定事項 

★区長配布は、原則毎月２７日。ただし、２７日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、前日

となります。※緊急を要する通知や回覧などは、区長配布日以外でも依頼します。 

★配布物一覧を「稲穂のさとし（吉見中だより）」に同封するとともに、町ホームページで配布

物を掲載しています。 

月 日 曜日 事業概要 担当課 

４ 

10 金 
区長会議・総会 
(日本赤十字社活動資金(会費)の募集) 

自治財政課 

6～15 月～水 
春の全国交通安全運動 
（「交通事故追放の家」のぼり旗の掲揚依頼） 

自治財政課 

27 月 区長配布 自治財政課 

５ 
23 土 水防訓練 総務課 

27 水 区長配布 自治財政課 

６ 26 金 区長配布 自治財政課 

７ 
15～24 水～金 

夏の交通事故防止運動 
（「交通事故追放の家」のぼり旗の掲揚依頼） 

自治財政課 

27 月 区長配布 自治財政課 

８ 27 木 区長配布 自治財政課 

９ 

19 土 敬老会 社会福祉協議会 

21～30 月～水 
秋の全国交通安全運動 
（「交通事故追放の家」のぼり旗の掲揚依頼） 

自治財政課 

25 金 区長配布 自治財政課 

10 27 火 区長配布 自治財政課 

11 27 金 区長配布 自治財政課 

12 
1～14 火～月 

冬の交通事故防止運動 
（「交通事故追放の家」のぼり旗の掲揚依頼） 

自治財政課 

25 金 区長配布 自治財政課 

１ 

下旬 － 
区長会議（書面開催予定） 
（区長、衛生委員、公民館委員の選出依頼、 

交通災害共済加入とりまとめ依頼、緑の募金運動協力依頼） 

自治財政課 

27 水 区長配布 自治財政課 

２ 26 金 区長配布 自治財政課 

３ 26 金 区長配布  自治財政課 

その他 

・防災訓練 ※実施日程・内容等未定。後日通知 

・あいさつ運動（最寄りの小中学校）[年間４回予定] 

※実施日程：後日通知【コミュニティづくり推進協議会事業】 

総務課 

自治財政課 
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Ⅱ  主な担当窓口紹介  

自治財政課  自治振興係（☎ 54－ 1513）（役場３階⑪）  

１  集会施設（建物）整備費への補助  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会が実施する集会施設の整備（増改築・修繕）事業を支援します。  

補助対象  ・集会施設本体（建物）の新築、増築、改築又は修繕  

     ・囲障の設置又は修繕  

     ・空調設備の設置、交換又は修繕  

補  助  率  ５０％  

補助を受けるには、修繕工事やエアコンの設置などを実施する前に申請手

続きが必要です。【事前申請】  

予算の範囲内（令和８年度予算額３００万円、年度途中の補正措置なし）

で補助金を交付することとなっていますので、建て替えや大規模改修の予定

がある場合は、計画の時点から担当と協議してください。  

また、小規模修繕においても予定がある場合は、年度当初にご相談くださ

い。補助金申請の詳細については、担当へご相談ください。  

※「吉見町集会施設整備費補助金交付要綱」に基づき補助します。  

※備品（冷蔵庫・ストーブ・扇風機等）や消耗品は対象外 です。  

 なお、集会施設の修繕について、年に複数回申請することは可能ですが、

補助限度額は囲障や空調設備も含め１００万円までです。  

 

 

 

 

 

 

 

〈集会施設（建物）〉  

・集会施設を新築、増築又は改築する場合：補助限度額８５０万円  

・集会施設を修繕する場合：補助限度額１００万円  

《修繕とは》  

建具・畳の表替え、屋根のふき替え、内外装の改修・塗装など  
 

〈囲障の設置・修繕〉  

・囲障の設置又は修繕を行う場合：補助限度額２０万円  

《対象例》  塀、フェンス、建物への階段・スロープなど  

※対象外の例：物置・駐輪場・駐車場などの付属施設の整備、擁壁、

立木、遊具、神社、寺、火の見やぐら等  

〈空調設備（エアコン）の設置・交換、修繕〉  

・空調設備（エアコン）を設置・交換する場合：補助限度額 :６０万円  

・空調設備（エアコン）を修繕する場合：補助限度額６万円    
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２  コミュニティ助成（一般コミュニティ助成、コミュニティセンター助成）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として行っ

ているコミュニティ助成事業を財源とした補助事業（一般コミュニティ、

コミュニティセンター、地域防災組織育成（ P9）などの事業）  

一般コミュニティ・地域防災組織育成助成事業への補助は、備品などの

購入前に概算請求 (前払い )も可能です。自治会財源がなくても、助成事業を

活用できますので担当にご相談ください。  

自治振興係所管の助成事業は以下のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●助成手続き  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  一般コミュニティ助成事業  

助 成 対 象：コミュニティ活動に直接必要な設備等（地域のお祭り道具

や集会所の備品、ただし、建築物、消耗品は除く）  

助 成 額：１００万円から２５０万円まで（補助率１０ /１０）  

※  コミュニティセンター助成事業  

助 成 対 象：集会所の建設又は大規模改修  

助 成 額：対象事業費の６０％（但し、限度額２，０００万円）  

注 意： 認 可 地 縁 団 体 名 義 で の 建 物 の 所 有 権 保 存 登 記 が 必 要 又 は  

されているもの  

申請にあたっては住民の総意が必要となりますので、必ず

総会等で決議をとってください。  

①準備・申請  

準   備：実施予定年度の前年度の６月末までに担当へ相談  

申請時期：実施年度の前年 9 月頃  

※町から県を通じて（一財）自治総合センターへ申請  

必要書類  自治会規約、予算書・決算書、事業報告・計画、整備備品の

見積書及びカタログの写し  など  

②内示・決定通知（実施年度の４月）  

事業採択された場合 、町から自治会 に通知（内示）しますので、 町へ   

補助申請を行ってください。  

③事業実施（目安  11 月頃までに）  

町の補助決定通知を受けた後、事業の実施（購入）となります。  

申請した備品等を計画期間内で購入し、実績報告をします。申請した内

容（製品、個数など）に変更が生じる場合、購入前に変更手続きが必要。  

④町へ事業報告（目安  12 月頃までに）  

 事業完了（納品）後 2 カ月以内に、（一財）自治総合センターへ領収書

や写真など報告が必要です。余裕をもって事業を進めてください。  

≪整備備品例≫  
長机、椅子、テレビ、ＤＶＤデッキ、プロジェクター、パソコン、扇風機、
ス ト ー ブ 、 ホ ワ イ ト ボ ー ド 、 テ ン ト 、 コ ン ロ 、 か き 氷 機 、 わ た 菓 子 機 、     
スポットクーラー、神輿、太鼓、照明、発電機、チェンソーなど  
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３  防犯活動（自主防犯パトロール隊・ながら見守り）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  防犯のぼり旗 (緑色 )  及び  交通安全のぼり旗 (青色 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  防犯モデル地区  

 

 

 

 

 

町では、ボランティアで地域のパトロール、こどもの見守りなどを行っ

ている「自主防犯パトロール隊」へ 防犯グッズの貸与、ボランティア保険

の加入等の支援を行っています。また、地域の防犯活動として、ウォーキ

ングや犬の散歩をしながら、地域を見守る「ながら見守り」を推進するた

めバッジやバンダナを配付しています。  

パトロールの目的は、不審者等を直接捕まえることではなく、目立つ服

装でこどもの登下校時や夜間等にパトロールすることで、地域が活発に活

動 し て い る こ と を 周 囲 に ア ピ ー ル す る こ と 、 活 動 時 の あ い さ つ な ど か ら  

地域の人達の顔が見えるコミュニティが、結果として犯罪の抑止につなが

っていきます。  

空き家などをねらった窃盗なども発生しています。地域で防犯の目を増

やすことは、地域の安全につながります。  

自 治 会 に お き ま し て も 、 活 動 へ の ご 理 解 を い た だ き 、 隊 員 の 募 集 な ど   

積極的なご協力をお願いします。また、 地域で新規団体の設置についての

相談があった際には担当までご連絡ください。  

防犯グッズ：帽子（夏・冬）、ベスト、青色誘導棒（夜間パトロール用）、

のぼり旗【防犯パトロール実施中 (黄色 )】など  

●区長宅に年間を通して設置：防犯のぼり旗 (緑色 )  

【区長配布や通知を届ける際の目印】表示：「安全安心まちづくり」  

●地区巡回や目立つ場所に掲揚：交通安全のぼり旗 (青色 )  

【交通安全意識の啓発が目的で、春・夏・秋・冬の交通安全運動期間中

掲揚】表示：「交通事故追放の家」  

※旗・ポールともに、破損等による交換は随時行っています。交換の際は

回転頭 (ポール先端 )、横棒だけの部品交換に協力をお願いします。  

町が毎年４地区（東西南北各 1 地区）を防犯モデル地区に指定し、町・

警察・地域が協働して、防犯のまちづくり推進する。  

選出された地区は、子どもやお年寄りを対象に防犯教室や啓発等の活動

を行う。  

下記団体等を利用して防犯教室・防犯講習等を行うことも できます。  

・防犯のまちづくり出前講座：埼玉県  

・防犯教室：埼玉県警察の防犯指導班「ひまわり」等  

詳しくは、担当までご相談ください。  



 

- 7 - 
 

６  防犯灯の管理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  交通安全施設（法定安全施設）の要望  

 

 

 

 

 

８  区長配布  

 

 

 

 

 

配布物には、様々な情報のほかに締切りがあるものもありますので、速や

かに配布していただきますよう協力をお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町や関係機関が発行する広報紙等を、毎月２７日（２７日が土日の場合は

金曜日、祝日の場合は前日）に、担当する地域（行政区）の方に配布及び回

覧をお願いしています。  

【緊急を要する場合などは、区長配布日以外でも通知や回覧を依頼します】 

班数や配布世帯数に変更があった場合には、連絡をお願いします。  

交通規制に関する施設 (横断歩道・信号機・規制標識等 )の設置・修繕の要

望は、随時、町で受付し、東松山警察署に上申・要望などを行います。  

※新規設置については、「交通安全施設要望申請書」の提出をお願いします。

信号機、横断歩道などは、警察が設置・管理しています。  

町への移管手続きが完了している防犯灯について、町が電気代の支払いや

修繕などの維持管理をしています。  

 もし、点灯していない防犯灯を見かけましたら、担当へご連絡ください。  

 また、防犯灯を新たに設置する場合は全額自治会での負担となります。  

 なお、自治会においてＬＥＤ防犯灯を設置する場合、要件を満たせば町へ

移管することはできますので、設置する前に必ず担当へご相談ください。  

防犯灯と道路照明灯の違い  

防  犯  灯：防犯の観点から設置するもの（不審者・窃盗等の対策） 

自治会で設置して町又は自治会が維持管理を行う。  

道路照明灯：交通安全の観点から設置するもの（交差点・カーブ等 )  

県や町等の道路管理者が設置して維持管理を行う。  

      （県道：町を経由して県に要望  町道：幹線道路等に  

設置）  

 

 

-  
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９  認可地縁団体  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村長の認可を受け、法人格を取得した地縁による団体を「認可地縁団

体」と言います。  

 

 

 

 

 

 

 

この法令により、一定の手続きにより自治会等が法人格を取得すること

で、団体名での不動産等の登記ができるようになり、自治会などが所有する

集会所等の不動産登記の相続登記や名義変更登記の手続きができるように

なっています。  

 認可を受けるには、規約を定めていることなどの要件があり、よって、要

件を満たすために規約の作成などが必要となります。その他、申請には必要

な書類の作成があります。  

 また、認可を受けた団体は、規約や告示事項（代表者など）を変更した場

合に、変更の手続きなどが必要となるなど義務や制約があります。  

 詳細については、担当へご相談ください。  

★認可地縁団体を設立したら、県税事務所へ  

認可地縁団体は地方税法上、法人県民税・事業税・特別法人事業税の申

告義務があります。また、収益事業を行わない場合は、埼玉県税条例第   

３０条の５の規定により、法人県民税の減免の対象であるため、新たに登

録された認可地縁団体は、申告手続き及び減免申請が必要となります。  

★「地縁による団体」とは  
地 方 自 治法 第 ２ ６ ０ 条 の ２ 第１ 項 に お い て、「 町 又 は 字 の区 域 そ の 他

市 町 村 内 の 一 定 の 区 域 に 住 所 を 有 す る 者 の 地 縁 に 基 づ い て 形 成 さ れ た
団体」と定義され、吉見町では自治会などがこれにあたると言えます。 

【第２６０条の２第１項】   
  町 又 は 字 の 区 域 そ の 他 市 町 村 内 の 一 定 の 区 域 に 住 所 を 有 す る 者 の 地

縁に基づいて形成された団体 は、地域的な共同活動を円滑に行うため市
町 村 長 の 認 可 を 受 け た と き は 、 そ の 規 約 に 定 め る 目 的 の 範 囲 内 に お い
て、権利を有し、義務を負う。  
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総務課  危機管理室  危機管理係（☎ 54－ 1505）（役場 2 階⑦）  

１０  自主防災組織  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１  コミュニティ助成（地域防災組織育成助成）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織とは、地域の皆さんが自主的な防災活動を行う組織です。  

町では、行政区単位で組織を結成していただき、自助・共助という地域

防災力の向上を目的とした活動をお願いしています。  

結成後の活動として、各種支援制度や鴻巣の防災学習センター等を ご活

用いただき、訓練や講話等により地域の防災力向上に努めてください。  

また、防災資機材は、年に 1 度は点検・確認を行い、災害時に活用でき  

るように、準備を整えておいてください。  

 

〇自主防災組織の支援制度について  

・いつでも、どこでも炊出し応援隊  

自治会等が実施する炊出し訓練に、食材・食器類の提供や、ガスコ  

ンロやボンベの貸出しや使い方を教えてもらえる制度。  

 ・自主防災組織リーダー養成指導員の活用  

   県が「減災に向けた自助と共助の推進事業における指導員」として  

認定した指導員を講師として派遣してもらう制度（講話、災害図上

訓練、救護訓練など）。  

 ・県政出前講座  

   県の職員が地域で行われる集会などに伺い、テーマについて分かり  

やすく説明してもらえる制度（テーマは防災の ほか、防犯や交通安

全などもあります）。  

 ※各種制度の詳細は、担当にお問い合せください。  

「２  コミュニティ助成」に記載があるように、（一財）自治総合センタ

ーが行っているコミュニティ助成事業助成金を財源に、地域防災組織育成

に対して以下のとおり助成を行っています。  

助成 事 業 への 補 助 は、 備 品 など の 購 入前 に 概 算請 求 (前 払い )も 可 能で

す。自治会財源がなくても、助成事業を活用できますので担当にご 相談く

ださい。  

 

 

 

 

 

 

●助成手続き  

 ５ページの「２  コミュニティ助成」と同様。  

※  地域防災組織育成助成事業  

対象となる経費：自主防災組織又はその連合体が行う地域の防災活  

動に必要な設備（建築物、消耗品は除く）の整備  

に要する経費。  

  助  成  額：３０万円から２００万円まで（補助率１０ /１０）  
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まち整備課  改良維持係（☎ 63－ 5020）（役場 2 階⑨）  

１２  交通安全施設整備等の要望  

 

 

 

 

 

 

 

１３  道路照明灯の要望  

 

 

 

 

 

 

1４  土木工事関係（道路・側溝・水路・砂利敷き等）の要望  

 

 

 

 

 

１５  道路施設の修繕関係の連絡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ ー ブ ミ ラ ー 、 防 護 柵 及 び 区 画 線 等 の 交 通 安 全 施 設 に つ い て 、 整 備 ・   

修繕の要望については、担当へ御相談ください。  

※カーブミラーの管理（枝落とし等）については、地元 で行っていただ

いています。  

※「土木工事要望申請書」の提出をお願いします。  

「道路照明灯」は交通安全のため、県や町等の道路管理者が設置するも

のです。設置については、区長からの要望書と周辺地権者等の同意書が必

要です。整備・修繕の要望については、担当へご相談ください。  

※「土木工事要望申請書」の提出をお願いします。  

行政区で話し合い、多くの人が地元の 総意で必要な整備については、担

当者へご相談ください。  

※「土木工事要望申請書」の提出をお願いします。  

舗装の陥没、ガードレールの破損等について 、お気づきの点があれば担

当へご相談ください。  

また、道路上の草木について、通行に支障がある場合は担当者へ御相談

ください。  
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環境課  廃棄物対策係（☎ 54－ 7811）（役場 1 階⑤）  

１６  ごみ集積所設置費補助金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７  ごみ集積所管理事業費補助金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区が実施するごみ集積所の設置及び修繕について、その費用の一部

を補助します。着工前の申請となりますので、検討されている行政区は事

前にご相談ください。  

【補助金の概要】  

〈新設の場合〉  補助率：工事費の５０％  補助限度額６万円  

  （新設とは）  

   ごみ集積所の増設・新たな場所への新規設置  

〈修繕の場合〉  補助率：工事費の５０％  補助限度額３万円  

  （修繕とは）  

   部品の交換・修理、塗装、床の張替えなど  

  対象外の例：清掃用具等の消耗品の購入にかかる費用  

ごみ集積所を管理する方（衛生委員・衛生協力委員）へ の役務に対する

補助金です。毎年、３月中旬に行政区の口座に振り込みを行いますので、

ごみ集積所を管理する方へ均等に配分していただくようお願いします。  

【補助金の概要】  

 行政区において管理するごみ集積所数に１万円を乗じた額と戸数（広報

配布世帯（令和８年４月１日現在））に４５０円を乗じた額を合算した額を

交付します。  

例  ごみ集積所数：３箇所、戸数：１００戸  

衛生委員１名、衛生協力委員２名の場合  

   （年間１集積所を１名で担当し、管理することを想定）  

     《集積所割》        《戸数割》      《補助金交付額》  

(３箇所×１０，０００円 )＋ (１００戸×４５０円 ) ＝  ７５，０００円  

 

 

ごみ集積所を管理する全員 (衛生委員＋衛生協力委員 )で配分すると…  

補助金交付額  ７５，０００円  ÷  ３名  ＝  ２５，０００円／名  

※衛生協力委員がいない場合は、衛生委員に全額を渡してください。  

※当該補助金は、行政区の活動資金・ごみ集積所の新設及び修繕・清掃用

具等の備品購入には利用できません。  
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環境課  環境衛生係（☎ 63－ 5017）（役場 1 階⑤）  

１８  空き家・空き地の適正管理について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９  太陽光発電設備の設置及び管理について  

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会  教育総務課（☎ 54－ 8938）（役場 2 階⑩）  

２０  こども１１０番の家  

 

 
児童・生徒の登下校時の安全を見守るため、「こども１１０番の家」とし

て、多くの地域の家庭や事業所等にご協力いただいています。  

教育委員会から委嘱を受けた家庭や事業所等にのぼり旗を配布していま

す。  

原則として民事の問題となるため、所有者等の連絡先が分かる場合は直  

接連絡して解決をお願いします。  

 しかし、所有者が分からない空き家・空き地において、適正に管理され  

ていない場合は町へ相談してください。  

 電話でのやり取りでは伝わりづらいことがあるため、スマートフォン等  

で現況の写真を撮影し、来庁していただき相談をお願いします。  

相談後、現場を確認し適正に管理されていない場合は、所有者を特定し  

て適正管理依頼を通知します。管理を行うのは所有者であるため、町 で草

木を切ることはできません。  

 行政区内で協力し合い、住みよい環境づくりを進めていただくことも大  

切です。  

太陽光発電設備を設置する際、設置事業者から地域への説明会等の実施  

について、相談があります。事業規模・設置場所等を確認し、説明会等の

実施について適宜、対応をお願いします。  

 ま た 、 既 設 の 太 陽 光 発 電 施 設 に つ い て 、 草 刈 り 等 の 維 持 管 理 が さ れ ず   

不 適 切 な 状 態 に あ る も の に つ い て は 、 維 持 管 理 業 者 も し く は 町 に 連 絡 を  

お願いします。  
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災害時要援護者とは  

災害発生時に自力だけでは避難行動ができず、身の安全を確保できない  

可能性が高い方  

具体的には  

・要介護認定３～５を受けている人  

・身体障 害者 手帳 総合等級 １・ ２級 に該当す る肢 体障 がいを有 する 方、    

視覚聴覚障がいに該当する障がいを持つ人  

・療育手帳  Ⓐ・ A の人  

・精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する方で単身世帯の人  

・７５歳以上で、ひとり暮らし又は高齢者 (７５歳以上 )のみの世帯の人  

・その他支援を必要とする人など  

活用方法  

この情報は平常時には民生委員さんと区長さんの連携のもと災害時要援

護者の方の合意を前提として地域の見守り活動にお役立て いただくとと

もに、地震や台風、火事などの災害が発生した時には要援護者の把握と

避難支援、安否確認のために利用していただきます。  

【担当課】長寿福祉課福祉係（☎６３－５０１２） 

          総務課危機管理係（☎５４－１５０５） 

行政区への加入促進や各行政区内に関する問合せ等で、氏名等を公表して

います。ただし、営利目的等の場合は公表しません。  

（ア）区長の氏名等を公表する場合  

○  自治会の加入促進チラシ（転入手続きの際に配付）  

○  各行政区に関する問い合せ（字費やごみ集積所の利用等）  

○  区長の同意が必要な申請  

・団地内の開発行為等に伴う事前協議（まち整備課）  

・埋め立てに関する事前協議（環境課）  

   ○転入者、不動産会社、開発などに伴う説明会実施業者など  

（イ）名簿の取扱いについて（名簿：別紙）  

名簿は、区長相互の連絡調整等のため配付をしていますので、取扱い

には十分注意してください。  

          【担当課】自治財政課自治振興係（☎５４－１５１３） 

Ⅲ  その他  

１  区長の氏名・住所・電話番号の公表について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２  災害時要援護者調査票について（ファイル）  
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Ⅳ  町行政組織の連絡先（直通）  

階  課局名  係名  電話番号  主な業務  

1

階  

税務会計課  

課税係  54-5028 

町県民税、法人町民税、固定資産税、

国民健康保険税、軽自動車税に関する

こと  

管理徴収係  54-5029 税金の納付に関すること  

会計係  54-2566 

町税、介護保険料、水道料金等の収納、

郵便切手、公共施設等共通利用券、町

刊行物の販売に関すること  

町民健康課  

町民係  63-5010 
戸籍謄本、住民票、印鑑証明、マイナ

ンバーカードに関すること  

保険年金係  63-5011 
国民健康保険、後期高齢者医療、国民

年金に関すること  

長寿福祉課  

介護保険係  63-5013 介護保険に関すること  

福祉係  63-5012 
障害者福祉、高齢者福祉、生活保護、

更生保護等に関すること  

環境課  

廃棄物対策係  54-7811 
ごみの出し方、粗大ごみ等の受付、土

地の埋立て等の規制に関すること  

環境衛生係  63-5017 

犬の登録、特定外来生物の防除、太陽

光発電事業、空家等、環境保全に関す

ること  

 

 

 

 

 

 

 

2

階  

 

 

 

 

 

 

 

総務課  

秘書人事係  54-1512 

秘書業務、新規行政課題等の調査研究

に関すること  

職員に関すること  

広報広聴係  54-1514 広報紙、ホームページに関すること  

危機管理室  

危機管理係  
54-1505 

消防、災害対策、水防、防災訓練、 自

主防災組織の育成等に関すること  

産業振興課  

農政係  63-5015 
農業振興、就農相談、森林、土地改良

区に関すること  

商工観光係  54-5027 
商工業の振興、観光、住宅リフォーム、

ふるさと納税に関すること  

産 業 拠 点 推 進 室  

事業推進係  
63-5021 

産業拠点の整備、企業誘致に関するこ

と  

農業委員会  

事務局  
農地係  63-5025 農地転用、農業者年金に関すること  
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階  課局名  係名  電話番号  主な業務  

 

 

 

 

 

2

階  

 

まち整備課  

用地管理係  63-5019 
道路、河川、水路の境界、道路の認定、

占用、屋外広告物に関すること  

改良維持係  63-5020 
道路、橋梁、河川、交通安全施設等の

整備、土木工事要望に関すること  

都市計画係  63-5018 
都市計画、建築、開発、公園・緑地に

関すること  

子育て支援課  

児童支援係  63-5014 
こども医療費、児童手当、子育て支援

に関すること  

保育係  63-5014 
保育所、幼稚園、認定こども園等に関

すること  

教育総務課  

総務係  54-8938 小中学校の管理に関すること  

学校教育係  54-7807 
学校教育の指導、入学、転校の申請、

就学援助費に関すること  

小 学 校 統 合 準 備 室  

小 学 校 統 合 準 備 係  
54-8938 小学校の統合再編に関すること  

3

階  

自治財政課  

自治振興係  54-1513 
区長会、防犯、交通安全、コミュニテ

ィに関すること  

行政法務係  54-1552 
情報公開、文書管理、統計、選挙管理

委員会に関すること  

財務管理係  54-1553 
予算・決算、庁舎管理、町有財産、寄

附に関すること  

人権政策室  

相談係  
54-1515 

各種（人権・行政・法律・ DV）相談、

男女共同参画、犯罪被害者支援に関す

ること  

総合政策課  

政策推進係  54-5026 
総合振興計画、定住化、公共交通機関

に関すること  

情報政策係  54-1516 
入札、情報システム管理・運用に関す

ること  

水生活課  

水道業務係  54-1545 
上水道の料金、水道の開始・中止の申

請に関すること  

水道施設係  63-5023 水道の工事に関すること  

下水道業務係  54-1545 
下水道の料金、合併浄化槽に関するこ

と  

下水道施設係  63-5022 
公共下水道、農業集落排水の工事に関

すること  

4

階  
議会事務局  庶務議事係  63-5024 議会、議会だよりに関すること  
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≪悠友館・地域包括支援センター≫  

課名  係名  電話番号  主な業務  

長寿福祉課  包括支援係  

53-0526 
高齢者の総合相談及び支援、地域支援事業、

悠友館に関すること  53-0370 

≪保健センター≫  

課名  係名  電話番号  主な業務  

町民健康課  保健支援係  54-3120 

健康診査及び検診、健康相談、訪問指導、母

子保健、精神保健、歯科保健、栄養指導、各

種予防接種、感染症の予防に関すること  

≪こども家庭センター≫  

課名  係名  電話番号  主な業務  

子育て支援課  
こども家庭

センター係  
81-5709 

妊産婦、子育て世帯及び子どもへの支援 に 関

すること  

≪学校給食センター≫  

課名  係名  電話番号  主な業務  

教育総務課  
給食  

センター係  
54-1508 学校給食に関すること  

≪町民体育館≫  

課名  係名  電話番号  主な業務  

生涯学習課  

生涯学習係  54-8311 

学級講座等の開設及び奨励、社会教育関係団

体の育成指導及び補助金、人権教育に係る関

係団体との連絡調整、成人式に関すること  

生涯  

スポーツ係  
54-5625 

生涯スポーツ及びレクリエーションの指導、

奨励、各種スポーツ大会等の開催、青少年ス

ポーツ活動に関すること  

≪埋蔵文化財センター≫  

課名  係名  電話番号  主な業務  

生涯学習課  文化財係  54-9111 
文化財の指定及び解除、調査、保存、管理及

び活用、文化財保護思想の普及に関すること  

≪図書交流館≫  

課名  係名  電話番号  主な業務  

生涯学習課  

図書館係  

54-1517 

図書館資料の貸し出し、資料の収集・整理・

保存、読書の普及等に関すること  

公民館係  
講演会、講習会、各種学級や講座等の開催、

地域・文化活動の推進等に関すること  
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≪町民会館≫  

課名  係名  電話番号  主な業務  

生涯学習課  町民会館係  53-1331 芸術文化の振興、貸館業務に関すること  
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吉見町区長設置規則  

平成１１年３月１９日  

規則第３号  

（区長の設置及び目的）  

第１条  吉見町は、町の行政運営について、住民との間の連絡等町政の進展と住民

福祉の向上を図るため、区長７５人を置く。  

（配置担当区域）  

第２条  区長の配置及び担当区域は、別表のとおりとする。  

（委嘱）  

第３条  区長は、前条に定める担当区域内の住民の推薦した者で、町長において適

任と認められる者を委嘱する。  

（任期等）  

第４条  区長の任期は、２年とする。ただし、選出区の事情その他の理由により任

期途中において退任等した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、

後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。  

（任務）  

第５条  区長は、当該区域の住民を代表し、第１条の目的達成を図るものとする。  

（任務の根本基準）  

第６条  区長は、その任務を行うに当たっては、公正かつ責任ある事務の執行を旨

とし、住民の不信を受けることのないよう努めなければならない。  

（事務引継）  

第７条  区長に異動があったとき、前任者は、その任務に関する書類、帳簿等を後

任者に引き継がなければならない。  

（謝金）  

第８条  

１  区長の謝金の額は、年額とし、次の各号により算出した額の合計額とする。  

（１）  平等割  １０６，０００円  

（２）  世帯割（１世帯につき）  １，９４０円  

（３）  区長会議出席（１人１回あたり）  ２，６００円  

２  前項第２号の世帯数は、毎年４月の広報配布世帯数とする。  

３  区長に異動があった場合においては、次の各号に定めるところにより月割をも

って謝金を支給する。  

（１） 月の中途において就任する場合  その就任する日がその月の１５日以前の

ときはその月から支給し、１６日以後のときはその月の翌月から支給する。  

（２） 月の中途において退任する場合  その退任する日がその月の１５日以前の

ときはその月の前月までを支給し、１６日以後のときはその月までを支給する。 

（委任）  

第９条  この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。  
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附  則  

この規則は、平成 11年4月1日から施行する。  

附  則 (平成19年3月12日規則第9号 ) 

この規則は、平成 19年4月1日から施行する。  

附  則 (令和2年3月31日規則第14号 ) 

この規則は、令和 2年4月1日から施行する。  

  附  則 (令和4年2月4日規則第3号 ) 

この規則は、令和 4年4月1日から施行する。  
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別表（第２条関係）  

区  大字等  区  大字等  

第１区  大 和 田  第３９区  さ く ら 台  

第２区  上 銀 谷  第４０区  新 吉 見  

第３区  谷 口  第４１区  南 吉 見  

第４区  下 銀 谷  第４２区  学 校 前  

第５区  万 光 寺  第４３区  日 向 山  

第６区  荒 子 上  第４４区  湖 畔  

第７区  荒 子 下  第４５区  天 王 山  

第８区  飯 島 新 田  第４６区  六 ノ 谷  

第９区  江 和 井  第４７区  松 ノ 平  

第１０区  久 保 田 新 田  第４８区  み ど り ケ 丘  

第１１区  高 尾 新 田  第４９区  御 所 団 地  

第１２区  蓮 沼 新 田  第５０区  下 細 谷 上  

第１３区  古 名 新 田  第５１区  下 細 谷 下  

第１４区  蚊 斗 谷  第５２区  久 保 田 賀 美  

第１５区  古 名  第５３区  久 保 田 中  

第１６区  丸 貫  第５４区  久 保 田 志 久  

第１７区  北 下 砂  第５５区  江 綱 上  

第１８区  新 道  第５６区  江 綱 下  

第１９区  成 城 台  第５７区  前 河 内 東  

第２０区  丸 貫 台  第５８区  前 河 内 西  

第２１区  柿 ノ 木 台  第５９区  大 串 上 西  

第２２区  ニ ュ ー タ ウ ン 江 和 井  第６０区  大 串 登 戸  

第２３区  八 反 田  第６１区  大 串 宿  

第２４区  根 古 屋  第６２区  大 串 毘 沙 門  

第２５区  流 川  第６３区  大 串 台 山  

第２６区  江 口  第６４区  吉 見 ケ 丘  

第２７区  久 米 田  第６５区  地 頭 方  

第２８区  和 名 １  第６６区  上 砂  

第２９区  和 名 ２  第６７区  中 曽 根  

第３０区  御 所  第６８区  松 崎  

第３１区  観 音  第６９区  本 沢  

第３２区  黒 岩  第７０区  上 細 谷  

第３３区  山 ノ 下  第７１区  小 新 井  

第３４区  田 甲  第７２区  中 新 井  

第３５区  長 谷  第７３区  今 泉  

第３６区  前 山  第７４区  明 秋  

第３７区  ひ ば り ケ 丘  第７５区  一 ツ 木  

第３８区  た つ み 平    

 


